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はじめに

　2020年の初頭からの「新型コロナウィルス
（Covid-19）」の感染拡大（表−１a,b）は「パ
ンデミック（pandemic 世界的流行病）」となり，
各国において「公衆衛生上の緊急事態」１）を招
来した。そのような事態に直面した国々は，医

要　　旨
　1990年代以降の日本の中小企業の存立は，“中小企業総数の傾向的減少”と“小規模法人
企業の創出・増大”という一見相反する傾向を現してきた。それは，一方で国民生活・「国
民的経済力」に困難を課してきたが，他方で戦後日本の経済成長を牽引した（大企業主導の）
産業構造・企業構造の未来への転換，「未来型転換」の基盤を形成しつつあった。そして，
この過程における中小企業の退場と新生は，存続する中小企業に経営上の緊張（stress）と
経済的な刺激（incentive）とを付与する契機ともなっていた。
　今般の「コロナ危機」は上の状況を直撃し，それ以前の困難を増幅するとともに新たな困
難を生み出し，「未来型転換」を頓挫させかねない状況を醸成している。しかし，21世紀に入っ
てからの多様な中小企業運動の持続的前進は，経営を主体的・自主的に研究し，中小企業政
策の積極面を引き出し，「コロナ危機」との対峙能力を高めているから，改めて困難と頓挫
を克服し，容易でない課題に直面しながらも「未来型転換」を創造的に推進していくであろ
う。
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療的対応（ワクチンの開発・接種等）が実現し
ていない中，PCR 検査などの感染検査体制の
強化とともに，人々の移動および接触の制限を
基本とする措置，すなわち，（疫学研究者の表
現を採用すれば）「非薬学的介入政策」を実施
したのである。しかし，その政策は，各国にお
いて間を置かず社会・経済活動の停止や抑制を
も招来し，「社会・経済的緊急事態」を出現さ
せることになった。各国政府は，「非薬学的介

入政策」に加えて，「社会・経済的緊急事態」
の深刻化を緩和するために，種々の労働者支援
や企業支援の政策（以下では，「労働・企業支
援政策」と略称する）を実施してきている。各
国におけるこれらの二つの「緊急事態」の重複
的発生（以下，「コロナ危機」と略称）は，現在，
問題性において歴史的な広範囲と深刻度をもっ
て進行している。この「コロナ危機」における
「公衆衛生上の緊急事態」に対して，当然に上
記の医療的対応が目指され，その期待は高まっ
ており，様々な見通しが発表されているが，な
おそのような対応は実現していないし，その実
現の見通しは多分に不確定である。そのため，
「公衆衛生上の緊急事態」はなお収束していな
いことはもちろん，その収束の見込みさえ立っ
ていない。ましてや，「社会的・経済的緊急事態」
の解消・回復はなお一層見通すことができてい
ない。さらに，さまざまな分野（たとえば，疫
学，歴史学等）からの知見によれば，今回の「コ
ロナ危機」が近い将来一応の収束を得たとして
も，今後，長期的にも短期的にも，同様なある
いは新たな形の感染症危機が再来しないという
保証はまったくないのである。
　現在各国においては，「公衆衛生上の緊急事
態」に対する「非薬学的介入政策」の実施とそ
れによる「社会的・経済的緊急事態」の招来に
対する「労働・企業支援政策」との間の，流布
されている表現を用いれば，感染拡大の阻止と
社会経済活動との間の「二律背反」「トレード
オフ」あるいは「双方のバランス」の問題（以
下，「感染症対策と経済対策のバランス」論と
略称）の深刻化・困難化が強調されている。
　本稿は，上のような「コロナ危機」の問題の
構図において，日本における中小企業の存立の
現状を考察するものである。考察の焦点を中小
企業に置くということは，日本経済の構成要素
の単なる一部分としての中小企業に焦点を当て
るというものではなく，中小企業を日本経済の
今後の基本的存在，中心的部分として位置づけ
て，「コロナ危機」が日本経済に与える諸影響

表−１a　�世界の新型コロナウイルス感染者
数・同死亡者数

資料）　WHO Coronavirus Disease Dashboard（2020/11/01 
Data last updated）より作成

感染者累積数 感染死亡者累積数
　2020年 1月31日
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6月30日
7月31日
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10月31日
単位） 人 人

表−１b　�日本の新型コロナウイルス感染者
数・同死亡者数

注）　感染者累積数：PCR検査陽性者累積数
資料）　厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」「国

内発生状況」（2020年11月２日現在）より作成

感染者累積数 感染死亡者累積数
　2020年 1月31日

2月29日
3月31日
4月30日
5月31日
6月30日
7月31日
8月31日
9月30日

10月31日
単位） 人 人
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の基礎的・基盤的問題を提起していると考える
からである。
　以下では，目次に沿って次の諸点を検討する。
「はじめに」では，今般の「コロナ危機」の問
題の構図を明らかにした。「１」において，「コ
ロナ危機」が予測困難な出来事（event），衝撃
（shock）であったから，まずもって日本にお
けるその展開過程の特徴を検討し，その際，あ
るかも知れない日本の特異性を把握することを
目指した。「２」では，「コロナ危機」に先立つ
日本の中小企業の状況，すなわち，1990年代以
降約30年間の日本経済における中小企業の存立
の特徴を確認し，「３」の考察の前提とする。
つまり，「コロナ危機」に先立つ中小企業の状
況それ自体が確認されなければ，「コロナ危機」
における中小企業の特徴も理解できないからで
ある。そして，「３」では，「１」および「２」
を踏まえて本題である中小企業の現況を検討す
ることである。その際，特に2008年前後の世界
的金融危機（以下，「リーマン危機」と略称）
の時期の状況との比較，いわば危機の本質の相
違をも視野に入れることを重視する。最後の「お
わりに」では，「３」の意義を考察し，日本の
中小企業の存立の課題とその克服を展望する。
　なお，検討に当たって注意されなければなら
ないことは，本稿の研究対象が現在進行形の事
態であり，断定的な結論を許さないということ
である。しかし，進行形の事態を多少なりとも
検討しておくことは，「コロナ危機」の今後の，
あるいは，一応の収束時におけるより正確な分
析のための不可欠の作業であるばかりでなく，
将来の「公衆衛生上の緊急事態」とそれに対す
る「非薬学的介入政策」の実施，「社会的・経
済的緊急事態」の招来の緩和や阻止のための研
究への寄与でもある。
　なお，本稿は，研究資料として，多分野の論
説・報道のほか，近年利用上の便宜が増してい
る政府・機関・団体による種々の公表された統
計を多用するが，現在の事態の特異性・特殊性
を考慮し，また，状況の多面性を重視する必要

から，専ら考察に必要に応じてそれら統計の整
理を中心として活用し，然るべき分析的扱いに
ついては他日を期すことにしたい。

１日本における「コロナ危機」の展開

　日本における「コロナ危機」の過程，すなわ
ち，冒頭で述べた用語での「公衆衛生上の緊急
事態」と「社会・経済的緊急事態」は，どのよ
うな過程を辿ってきたか，そして現在辿りつつ
あるのか，そこでは，いかなる問題を生じ，中
小企業にどのような影響を与え，中小企業の経
営と労働にいかなる困難と課題をもたらしたの
だろうか。以下では，まず，日本における「コ
ロナ危機」の過程を分析する。
　現在の日本における「コロナ危機」の発生か
ら現時点（2020年10月末）までの期間について，
「公衆衛生上の緊急事態」の発生を基準とし，
その「第１波」とそれへの政策の期間を第１段
階として，その「第２波」２）とそれへの政策の
期間を第２段階とする段階区分を採用する。
（１）第１段階（2020年１月−６月）

　日本における「コロナ危機」の一連の経過の
概要は（表−２）によって示されるが，第１段
階においては，「公衆衛生上の緊急事態」それ
自体とそれに対する日本の政府・政策当局の対
応には，各国のそれらに比較して，以下のよう
な際立ついくつかの特徴が見られた。
　第１に，いずれの国においても，疫病による
「公衆衛生上の緊急事態」に対する政府・政策
当局の対応の基本は，既述のとおり，国民の移
動および接触を制限あるいは禁止すること，す
なわち「非薬学的介入政策」の実施であるが，
それらの日本での実施の場合には，法律上の「命
令」による禁止ではなく，基本的に，行政上の
「要請」さらには「緊急事態宣言」の発出とい
う手段が取られたことである。このような“命
令”ではなく“要請”という，いわば“弱い”
政策手段の採用は，日本の戦時体制に関する歴
史的教訓・遺産として，法律による個人の自由
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表−２　「コロナ危機」推移（時系列表）
年 月 日

厚生労働省，日本国内初の感染者の確認を発表
横浜港停泊中の大型クルーズ船ダイヤモンド・プリンセスで乗客乗員10人の感染確認，その後感
染者数拡大，「クラスター」（集団感染）
日本国内初の感染者死亡
8月開催予定の東京オリンピック・パラリンピックの1年延期が発表

　 安倍首相，3月2日から春休みまで全国の休校を要請
日中両政府，習近平国家主席の国賓訪日延期を発表
安倍首相，中韓全土からの入国制限を表明

　 世界保健機構（WHO），新型コロナウィルス感染の世界的拡大（「パンデミック」）を認定
新型コロナ対策の改正特別措置法，成立
政府専門家会議，初会合
厚生労働省，「相談・受診の目安」を公表
安倍首相，大規模イベント自粛を要請
安倍首相，欧州21カ国からの入国拒否を発表
安倍首相，学校の一斉臨時休校を要請
安倍首相，「布マスク」を全個配布を表明
安倍首相，49カ国・地域からの入国拒否を発表
政府は7都府県に緊急事態宣言を発出
緊急事態宣言宣言を全国に拡大
政府専門家会議，接触8割減のための「10のポイント」を公表
日銀・金融政策決定会合，国債購入の制限を撤廃
第1次補正予算（総額25兆円）成立
政府専門家会議，「新しい生活様式」を公表

　 39県で緊急事態宣言は解除
関西圏3府県で緊急事態宣言を解除
首都圏4都県で緊急事態宣言を解除，同宣言は全面解除（経済再開第1段階）
政府の観光支援策「GO TO キャンペーン」事業の公募やり直し，発表
第2次補正予算（31兆円）成立
通常国会閉会
政府，「3業種」への営業自粛要請を解除，県をまたぐ移動の全国で解禁（経済再開第2段階）
政府，「専門家会議」を廃止，改正特別措置法に基づく「分科会」を設置を決定
感染症学会館田和博理事長，「現状は第2波のまっただ中」との見解を表明
安倍首相，在留資格を持つ外国人の再入国の段階的承認，ビジネス関係者の出入国緩和を検討す
る方針を表明
政府の観光支援策「Go To トラベル」事業（東京除外）開始
安倍首相，辞意表明
雇用調整助成金支給（5ヶ月分），7399億円に達し，「リーマン危機」時1年分超
国内総生産速報値（2020年4-6月期），実質季節調整値・年率換算27.8％減（戦後最大）
世界株式時価最高額（9400兆円）に膨張
日本政策金融公庫の日産自動車に対する1300億円の融資保証判明

　 菅首相就任
政府の観光支援策「Go To イート」事業開始
第一生命，年金資金運用利率の2021年10に引き下げを発表
国内感染者，10万人超
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の制限に対する反省を前提としているとともに，
現行法のもとでの制約が存在するからである。
しかしながら，同時に，そのような要請という
制限・抑止にはその実施において不徹底の事例
が目立つような場合には，政府やその支持層か
ら国民の自由の制限に対する期待や要望が繰り
返し訴えられることを常としてきた。
　また，国家による企業への制限・抑止が不徹
底になることは，日本の戦時における厳しい軍
事的統制経済においても，中小企業の統制の徹
底は容易でなかったという歴史があり，その意
味で，制限の不徹底は統制力の問題，すなわち，
統制力を強化すれば徹底されるという問題では
ないのである。そもそも中小企業という存在自
体，膨大かつ複雑であり，権力的な統制・規制
等の実施においては，情報伝達の徹底も容易で
はなく，処罰の徹底には却って膨大な人的費用
をはじめとする絶大な費用がかかってしまう側
面がある。このような中小企業に対する権力的
な統制・規制の実施の困難は，日本の中小企業
政策の歴史において常に“中小企業の組織化”
が求められた所以でもある。すなわち，中小企
業の統制・規制の不徹底という事態は客観的な
不適切・不適合という現実が存在するのである。
しかしながら，このような意味における“中小
企業の組織化”が1980年代から始まる「規制緩
和」の推進の結果において後退し，そうした中
小企業の統制・規制の特性の認識が政権や政策
当局において希薄になったこと，また，政権や
政策当局，一部の政党・団体・国民において中
小企業統制・規制が権力的に容易であるかのご
とき中小企業に関わる歴史の不見識が存在し，
それがまた政治利用されることがしばしば露見
されているのである。中小企業にあっては“経
済的自由”そのものが基本・基盤であり，必要
不可欠な統制・規制等については本来中小企業
の自発的・自主的合理性を踏まえ，国民への説
得，国民の共感・支持をもって実施されること
こそが重視されなければならないのである。
　第２に，政府・政策当局の対応が，上のよう

に“弱い”手段の採用による要請を基軸にした
ものであったにもかかわらず，「緊急事態宣言」
や種々の「アラート」などの浸透による社会的・
経済的規制はかなり高い水準であった。そこに
は，国民における非接触型の生活習慣や歴史的
に高度な衛生観念，さらにマスコミュニケー
ションの発達や社会的情報ネットワーク等々の
存在があり，しかも，それらを基盤としながら
国民に向かって要請された「行動変容」「新し
い生活様式」がかなりの水準で普及していたし，
その上に国民の中に潜在する伝統的な「同調圧
力」や「自粛警察」がかなり機能していた結果
であると判断することができるだろう。
　第３に，政府・政策当局による種々の要請に
当たっての国民に対する説明において，医学を
はじめとする科学的知見や客観的根拠が乏しく
場当たり的な性格が見られ，それは現在に至る
まで継続している。このような政府・政策当局
の国民に対するコミュニケーション上の特徴は，
政策上の不作為，「後手」等々というより，政
策の実施上の然るべき根拠を持っていたとする
べきであろう。すなわち，外交日程やオリンピッ
ク開催などの重視，「学校一斉休校」の要請や「緊
急事態」の発出における科学的根拠や予測の不
透明があったと指摘されざるをえないであろう。
また，「専門家会議」に所属する専門家からの
説明３）も，専門家に期待される“専門性・科学
性に基づく仮借なき科学的知見の披露や助言”
というより多分に政策的・政治的配慮が行き届
いたもの４）であった。それがゆえに，国民の納
得という点で十分ではなく，中小企業にとって
の経営上の日々の判断での複雑な“戸惑い”と
いう状況が継続してきたし，今なお継続してい
ると言って良いのである。
　第４に，政府や政策当局による国民への種々
の「要請」に基づく「自粛」という政策方法の
実施に際しては，事業者や個人に対する補償の
原則の基本的な樹立が必要であったのであるが，
そのような「自粛と補償」の原則の基本的確立
もなく，内容や方法の変更が繰り返され，実施
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された内容自体も乏しく，その水準は低いもの
であった。すなわち，「布マスク一世帯当たり
２枚」に代表される物的補償や国民一律の「給
付金一人10万円」に代表される資金的補償にも
それらの指摘が妥当し，さらに，配布に際して
の委託という方法にも問題が生じた。さらに，
肝心の PCR検査に代表される感染確認という
疫学的対応の基本的・基盤的措置の欠落等々の
疑問５）が残るし，他国の場合との比較において
見られる対応の相違についての説明にも欠けて
いた。したがって，「非薬学的介入政策」も，
第１段階後半になってようやく開始された「労
働・企業支援政策」も，原則に基づく体系性・
一貫性を欠いており，結局のところ政策におけ
る遅滞・遅延を拭えなかった。とりわけ，今回
の「新型コロナウィルス」の感染拡大に対する
検査体制の消極性は，医療上の方針，疫学上の
判断であるというより，専ら感染者の急増によ
る「医療崩壊」の危険を回避しようとする政治
的判断であったと解釈されざるを得ないような
経過があった。そのような経過は，むしろ日本
の医療体制・医療水準が世界に誇る水準にある
ものとの国民の確信を動揺させ，さらには崩壊
させるに十分なものであった。また，地域の検
査体制の前面に立ち，国民に身近であるべき保
健所体制（表−４），病院経営の脆弱性も改め
て明確となった。しかもそれは1980年代以降の
長期間の「行政改革」を基軸とする「民間活力
の利用」「民営化」などの「規制緩和」の結果
であることも明白になったのである。
　ところで，日本の「公衆衛生上の緊急事態」
に対する「非薬学的介入政策」は“弱い”手段
の採用，政策上の遅滞・遅延の諸措置であった
にもかかわらず，一方で，「緊急事態宣言」の
解除後の時期に「新型コロナウィルス」の感染
者数や死亡者数の一応の減少をもたらしたが，
他方で，以下に述べる「社会・産業的緊急事態」
の中でも社会・労働への全般的な影響は（表−
３）以後の諸表のデータから明らかなように凄
まじく過酷なものであったし，今後もそれらの

悪化の継続，さらには，拡大が必至の様相にあ
る。
　すなわち，今般の「コロナ危機」初期の2020
年３月５日の中国・韓国全土からの入国禁止，
いわゆる「水際対策」は相対的に早かったもの
の，欧州21か国からの入国拒否が実施されたの
は４月１日であった。また，３月11日の世界保
健機構（以下，WHOと略称）による「パンデ
ミック」の認定等々を通じて，入国者数は，
2020年５月には前年同月比0.4％にまで急低下
した。そして，輸出額は５月に前年同月比
71.1％，輸入額は同73.8％にまで低下した。こ
のような「ヒト」の移動制限と「モノ」の移動
停滞は，産業活動の大きな後退となって現れた。
鉱工業生産指数（2015年＝100）は2020年５月
に指数72.2，前年同月比73.7％，第３次産業活
動指数はそれぞれ84.6％，84.1％にまで低下し
たのである。この産業活動の後退は，後述する
ように産業別に固有の特徴を持つ相異があり，
企業規模別格差を含んでいる。そして，このよ
うな事態の進行の結果，国内総生産（以下，
GDPと略称）は2020年第二四半期の実質 GDP
（国内総生産・ 2011暦年連鎖価格）の成長率は，
マイナス7.8％，年率換算マイナス27.8％にまで
低下し，「戦後最大の下げ幅」と指摘された。
　上のような産業活動の停滞は労働の雇用・就
業条件（表−５）を直撃し，悪化させている。
その際，注目すべきことは，従来強調されてき
た「労働力不足」が「コロナ危機」発生以前の
2019年10月の消費税率10％への引き上げにより，
すでに変調を来していたことである。その上で，
「コロナ危機」の本格化の過程で，その変調が，
まず，休業者数の急増という形で現れ，引き続
いて，完全失業者数の増加・完全失業率の上昇，
有効求職者数の増加・有効求人数の減少が見ら
れ，同時に有効求人倍率は急低下し，近時限り
なく１に近づきつつあるのである。このような
雇用状況の悪化は賃金等の労働条件の悪化に連
鎖していくであろう。
　また，同時的に学校一斉休校の要請とその延



日本における「コロナ危機」と中小企業の存立 27

長によって，「子育て」「共働き」「ひとり親」
等の家庭の困難は労働の雇用・就業条件の悪化
とともにその労働基盤の困難を倍加していった。
この労働の雇用・就業条件の悪化と教育をめぐ
る家庭の困難という二重の困難状況は，とりわ
け「ジェンダー平等」の観点からの問題６）を深
刻に出現させている。労働の雇用・就業条件の
悪化は，上述の「社会・経済的緊急事態」を一
層悪化させる役割を果たしているのである。
（２）第２段階（2020年６月−10月）

　第１段階における「社会・経済的緊急事態」
が想定以上に深刻であったため，「感染症対策

と経済対策のバランス論」が，政府を始めた各
方面から強調され，かつまた，解決が容易でな
い政策課題とみなす方向に誘導され，「公衆衛
生上の緊急事態」に対する厳正対応が躊躇され
るようになり，むしろ，「感染症対策」を緩和
する「経済対策」に傾斜していった。つまり，「公
衆衛生上の緊急事態」に対する国民への個別具
体的な細部の注意喚起の強調および「非薬学的
介入政策」の後退と「社会・経済的緊急事態」
に対する種々の個別的「施策」が強調される「労
働・企業支援政策」が実施されるようになった。
そのような方向性における第２段階の特徴は以

表−３　経済・産業状況

注）　鉱工業生産指数：原指数（2015年＝100），2020年９月のみ速報値
第３次産業活動指数：原指数（2015年＝100）
倒産件数：2020年５月の数字は東京地方裁判所の業務縮小の影響のため

資料）　①法務省「出入国管理統計」
②財務省「貿易統計」
③経済産業省「鉱工業指数」
④経済産業省「第３次産業活動指数」
⑤東京商工リサーチ「全国企業倒産状況」

入国者計 輸出額 輸入額 鉱工業生産
第３次
産業活動

倒産件数

2019年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

2020年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月

単位） 人 10億円 10億円 指数 指数 件
資料） ① ② ② ③ ④ ⑤



企業環境研究年報 第 25 号28

下のような諸点を挙げることが可能である。
　第１は，「公衆衛生上の緊急事態」の兆候な
いし出現を可能な限り重視しないことであった。
わけても政府・自治体による「緊急事態宣言」
の再発出が必要との表明を極力回避することで
あった。加えて，７月以降の新規感染者の「第
１波」以上の確認数に及んだにも関わらず，種々
な理由によって「第２波」とは認めようとはし
なかった。かつまた，７月３日には，この間，
既述のような批判がありはしたが，国民にその
献身・努力が認識されつつあった「専門家会議」
が突然廃止され，新たに改正特別措置法に基づ
く「分科会」が十分な説明もなく，国民にとっ
ては唐突の印象をもって設置された。「専門家」
と政府との役割分担の不透明化・一体化７），「科
学と政治」の緊密化の一層の進行の現れとも見
なされる事態が進行していった。
　第２に，第２段階に入ってからの「社会・経
済的緊急事態」に対する「労働・企業支援政策」
の必要の強調に対しては，第１段階における「労
働・企業支援政策」の遅れを回復するとともに
その不十分を回復しようとする努力８）が顕著に
なった。たとえば，現在「雇用調整助成金」の
特例措置の実施期間（2020年４月１日から９月
30日まで）が12月末にまで延長された。また，

「GoTo キャンペーン」のうち「GoTo トラベル」
が７月22日に「東京都を除く」という形で実行
に移された。また，「GoTo トラベル」以外の
「GoTo イート」「GoTo イベント」など実施も
９月以降に開始されることになった。
　このような政策努力に対しては，その実施上
の「委託」等の問題，また，その政治的効果と
は別に，実施される過程で「混乱」をはじめと
する数々の問題点が露呈し，また，中小企業の
現場などの調査・収集においても種々の課題が
提起されており，それらの個々の問題点の解決
への早急な対応することが期待されるとともに，
今後の厳正な政策上の検証が重要な課題となっ
ている。
　第３に，以上の２点を通して，既述のように
「公衆衛生上の緊急事態」への対策＝「非薬学
的介入政策」と「社会・経済的緊急事態」への
対策＝「労働・企業支援政策」との「バランス」
とをどう計っていくかという「感染症対策と経
済対策のバランス論」をさらに普及させること
になったことである。それは，日本の政策論議
の上では，「コロナ危機」対策の本質を感染症
対策と経済対策との二律背反・「トレード・オフ」
とされる二項対立問題９）に単純に引き込んでし
まい，本来「バランス論」の前提であり基盤で

表−４　保健所数・保健所職員総数

出所）　厚生労働省「社会保障統計年報データベース」より作成
原資料）　「保健所数」：厚生労働省健康局調べ

「職員総数」：1997 〜 1998年度は厚生省大臣官房統計情報部「地域保健事
業報告」，1999 〜 2007年度は厚生労働省大臣官房統計情報部「地域保健・
老人保健事業報告」，2008年度以降は同部「地域保健・健康増進事業報告」

保健所数 職員総数 保健所数 職員総数
1997年度 2007年度
1998年度 2008年度
1999年度 2009年度
2000年度 2010年度
2001年度 2011年度
2002年度 2012年度
2003年度 2013年度
2004年度 2014年度
2005年度 2015年度
2006年度 2016年度
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ある肝心の日本の医療体制の問題の存在の認識
とその改革の必要性を後景に退かせる役割を果
たしている。
　このような事情の背景には，日本の基礎的学
術研究の不足・立ち遅れ10）があると考えられ，
同時に，政府・行政における科学的リテラシー
の準備の必要11）も指摘されている。

２「コロナ危機」に先立つ30年間の中小企
業の存立傾向

（１）中小企業の存立傾向

　以上に述べてきた「コロナ危機」に対峙する
ことになった中小企業はいかなる状況を示しこ
とになったであろうか。その検討は，まずもっ

て「コロナ危機」に先立つ中小企業がどのよう
な状況にあったのかが確認されなければならな
い。
　「コロナ危機」に先立つ約30年間の日本経済
は，1990年代初頭の「バブル」崩壊後の「金融
危機」を含む長期不況，2003年頃よりの中期的
な緩やかな成長，そして，2008年に既述の「リー
マン危機」そして「東日本大震災」等々の度重
なる激変を経てきた。このような“低迷”と“危
機”の連鎖，そしてそれぞれに対する前例のな
い規模の経済政策の実施，さらにその後の「ア
ベノミクス」の実行によって経済実態は複雑で
分析を困難にするかのような様相を提示し続け
てきたのである。つまり，日本経済のこの30年

表−５　労働・雇用指標

注）　休業者：自営業者＋雇用者｛自営業者＋雇用者（正規の職員・従業者＋非正規の職員＋従業員（パート＋アルバイト＋労
働者派遣事務所の派遣社員＋契約社員＋嘱託＋その他）｝の休業している者
数字：原数
産業：全産業

資料）　①総務省統計局「労働力調査　追加参考表」
②総務省統計局「労働力調査」「基本集計・時系列表・第９・17表」
③総務省統計局「労働力調査」「基本集計・時系列表・第17表年齢階級別完全失業率」
④厚生労働省「一般職業紹介状況（職業安定業務統計）」「長期時系列表３・14・15」
⑤総務省統計局「労働力調査」「基本集計・時系列表・第18・19表」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休業者 有効
求職者

有効
求人数

有効
求人倍

率
男女計 男女計 男 女 男女計 男 女 男女計 男女計 男女計 男女計 男 女 男女計 男 女

  2019年 1月
  2月
  3月
  4月
  5月
  6月
  7月
  8月
  9月

  10月
  11月
  12月

　2020年 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月

単位） 万人 万人 万人 万人 ％ ％ ％ 万人 万人 倍 万人 万人 万人 万人 万人 万人
資料） ① ② ② ② ③ ③ ③ ④ ④ ④ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

完全失業者 完全失業率 非正規職員・従業員数正規職員・従業員数
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間の経済過程は第２次世界大戦以後の期間で決
して経験しなかった水準の危機を含む継続的な
低成長であった。とはいえ，その過程で，注目
しなければならないことは，劇的な構造的諸変
化が顕著に進行した期間でもあったことである。
　この構造変化の基礎的部分は企業構造にある。
筆者の検討12）からすれば，その企業構造のうち
最も重視すべき変化は，①日本企業のグローバ
ル展開による，戦後再編された大企業と中小企
業との一体的構造の「解体」であり，それを契
機とする，②企業数の傾向的減少，とりわけ，
中小企業数の約150万にも及ぶ劇的な減少で
あった。中小企業数を共通の調査基盤で測るこ
とが可能な2009年からの「経済センサス」に基
づく中小企業庁の算出（表−６）によるならば，
次のような諸傾向を指摘できる。すなわち，
2009年から2016年までの期間，①企業総数も中
小企業基本法の定義に基づく「中小企業」数も

「大企業」数もそれぞれ減少しており，また，
それぞれにおいて，②個人企業数（＝個人事業
者）の減少テンポが法人企業（＝会社）のそれ
に比較して大きかった。その結果，企業総数に
おける前者の構成比は７年間という短期間でも
2.5％減となり，後者のそれは反対に2.5％増と
なっている。さらに，③「小規模企業数」（「小
規模企業」の範囲に含まれる会社数＋小規模事
業者数）も顕著な減少傾向であった。要するに，
「経済センサス」をデータの根拠として，中小
企業基本法の中小企業および小規模企業の定義
に則る限り，両者は傾向的な減少を示している
とのみ理解せざるをえないのである。
　以上のように，分析を中小企業基本法に基づ
く定義と「経済センサス」のデータに依拠して
中小企業数の存立の傾向を検討すれば，中小企
業数の傾向的減少は明らかであり，法人企業数
を凌駕する個人企業数の減少が進行していたと
認識できる。また，中小企業数の減少は小規模
企業数の減少によるところが大きいのである。
　しかしながら，中小企業数の傾向的減少につ
いて，中小企業基本法の定義，すなわち企業規
模（資本金・出資金あるいは従業者規模）によ
る範囲にとらわれず，法人企業，小規模企業に
ついて，以下のように現実に即した立場から観
察するならば，中小企業の存立を，単純に“傾
向的減少”としてのみ捉えることの不十分性，
一面性もまた明らかである。
　つまり，現在中小企業数の推移を規定するも
のとしての法人企業13）に注目して調べてみる必
要が生ずるのである。それゆえ，ここでは中小
企業数の減少の過程における中小企業の内部構
成の規模別・産業別変化を法人企業に注目して
財務省「法人企業統計」（年度版）から算出（表
−７a）して，中小企業数の推移を確認するこ
とにしたのである。その結果，①「法人企業」
総数は2000年度以降ほぼ増加にあるが，②資本
金1,000万円未満の法人企業数（以下，「小規模
法人企業」と略称）のみが著増を示し，それ以
上の資本金規模の法人企業数は減少している。

表−６　企業数

出所）　中小企業庁「2020年版 中小企業白書」「附属統計
資料・第１表」

原資料）　総務省「平成21年，26年経済センサス−基礎調査」・
総務省・経済産業省「平成24年，28年経済センサ
ス−活動調査」再編加工

(1) 企業数(会社数+個人事業者数)
民営 大企業 合計

うち小規模企業

　 年 企業数 企業数 企業数 企業数
非1次産業計 2009年

2012年
2014年
2016年

(2) 会社数
民営 大企業 合計

うち小規模企業

　 年 企業数 企業数 企業数 企業数
非1次産業計 2009年

2012年
2014年
2016年

(3) 個人事業者数
民営 大企業 合計

うち小規模企業

　 年 企業数 企業数 企業数 企業数
非1次産業計 2009年

2012年
2014年
2016年

中小企業

中小企業

中小企業
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そして，産業区分の基準が統一できる2002年度
から2019年度までのデータをもとに，小規模法
人企業における産業別構成の変化を概観すると，
③小規模法人企業総数は前述のとおり増加を示
しているが，産業別に，②製造業が減少し，そ
の産業全体における比重を落とし，非製造業（除
金融保険業・農林漁業）のそれが増大し，また
そのうち，サービス業が増加しているのが明瞭
である。さらに小規模法人企業数の増減はほぼ
一方的であるので，2009年度から2018年度への
産業ごとの指数を算出（表−７b）すると，④「医
療・福祉業」「その他の学術研究」「専門・技術
サービス業」「情報通信業」「教育・学習支援業」
「生活関連サービス業」「不動産業」「広告業」「飲
食サービス業」「職業紹介・労働者派遣業」「娯
楽業」「その他のサービス業」などが増加順位
の上位を占めている。しかし，⑤2009年度から
2018年度までの変化の結果である2018年度にお
ける各産業の全産業（除農林漁業・金融保険業）
に占める割合の大きさの順位（表−７c）を見
ると，「建設業」「小売業」「不動産業」「製造業」
「その他の学術研究・専門・技術サービス業」「卸
売業」「飲食サービス業」「その他のサービス業」
「生活関連サービス業」「情報通信業」などが依
然として順位の上位を占めている。
　以上のように，法人企業，その中の唯一増加
する資本金1,000万円未満の「小規模法人企業」
数の推移に注目すると，その増加は産業構造の
非製造業化，サービス化の過程で進行している
と言える。しかし同時に，「コロナ危機」に先
行する期間のほぼ最後の時点であるこの2018年
度においても，なお，⑥「建設業」「小売業」「不
動産業」「製造業」などの比重が大きく，小規
模法人企業の増大も産業構造の転換を促進しつ
つあるものの，未だ産業構造，企業構造を含む
構造全体の大きな転換を実現するには至ってい
なかったということができるであろう。
　なお，上述の「小規模法人企業」の著増の具
体像は，研究報告等に提起されている創業・企
業の諸類型（表−８）において見出されるであ

注）　法人企業数：母集団（当期末）
全法人企業数：全規模法人企業数
大企業：資本金10億円以上法人企業
中堅企業：資本金１億円以上 − 10億円未満法人企業
中小企業：資本金１千万円以上 − １億円未満法人企
業
小規模企業：資本金１千万円未満法人企業

資料）　財務省「法人企業統計」（年度版）より作成

表−７a　法人企業数
全産業（金融保険業を除く）

全法人企業数 大企業 中堅企業 中小企業 小規模企業
2000年度
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
2006年度
2007年度
2008年度
2009年度
2010年度
2011年度
2012年度
2013年度
2014年度
2015年度
2016年度
2017年度
2018年度
2019年度

法人 法人 法人 法人 法人
製造業

全法人企業数 大企業 中堅企業 中小企業 小規模企業
2000年度
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
2006年度
2007年度
2008年度
2009年度
2010年度
2011年度
2012年度
2013年度
2014年度
2015年度
2016年度
2017年度
2018年度
2019年度

法人 法人 法人 法人 法人

非製造業
全法人企業数 大企業 中堅企業 中小企業 小規模企業

2000年度
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
2006年度
2007年度
2008年度
2009年度
2010年度
2011年度
2012年度
2013年度
2014年度
2015年度
2016年度
2017年度
2018年度
2019年度
　 法人 法人 法人 法人 法人
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ろう。

（２）中小企業の存立傾向の意味

　「コロナ危機」に先立つ約30年間の中小企業
に焦点を当てて検討してきた産業構造・企業構
造の変化と到達の意味は，まず，中小企業数の
傾向的減少が企業における就業と雇用という観
点から深刻な問題を惹起してきたということで
ある。それらについて，紙幅の制約のため詳論
しないが，端的に言えば，まず，①就業と雇用
の機会の喪失と減少が，若年・中年層に対して
は雇用問題を，また，それが，人口高齢化のう
ちに進行したことは，高齢者の年金問題や医療
問題の基盤を深刻化させたことである。それは，
種々の格差問題の基盤・基底になるばかりか，
格差の新しい性格14）をも生み出していた。さら
に，②中小企業が維持していたイノベーション
能力（技術・技能の保全・発展，新製品・新事
業の開発など）を弱化せしめることによって，
日本企業の国際競争力の基盤を後退させるリス
クを高めていたのであった。
　同時に，中小企業数の傾向的減少がありなが
らも，資本金1,000万円未満の「小規模法人企業」
数の増加という現象は，現在日本の中小企業総
体の変化に関しては中小企業基本法の定義では
中小企業の動向を見通せない傾向が存在するこ
ともまた判明した。
　このような一見相反するような中小企業の存
立傾向において，一方では，中小企業総数の傾
向的減少は究極的に日本国民一人ひとりが保持
すべき経済的自立を可能にさせてきた諸能力，
いわば「国民的経済力」 の後退を余儀なくされ
たと言わなければならないが，同時に，上記の
小規模法人企業の増大は，後退しつつある「国
民的経済力」の再建を展望する「中小企業の新
時代」の到来を予告し，総じて言えば，戦後日
本の経済成長を牽引した（大企業主導の）産業
構造・企業構造のあるべき未来への転換，「未
来型転換」の基盤を形成しつつあった。そして，
中小企業総数の傾向的減少は，存続する中小企

（表−7c）資本金1000万円未満法人企業数（母集団(当期末)・社）

建設業
小売業
不動産業
製造業
その他の学術研究，専門・技術サービス業
卸売業
飲食サービス業
その他のサービス業
生活関連サービス業
情報通信業
医療，福祉業
陸運業
広告業
娯楽業
教育，学習支援業
宿泊業
職業紹介・労働者派遣業
リース業
その他の運輸業
その他の物品賃貸業
水運業
鉱業，採石業，砂利採取業

資料） （表−7a）に同じ

全産業（除農林漁業・金融保険業）に占める割合（2018年度）の順位

表−７c　�資本金1,000万円未満法人企業数�
（母集団（当期末）・社）

資料）　（表−７a）に同じ

（表−７b）資本金1000万円未満法人企業数（母集団(当期末)・社）
全産業

（除農林漁業・金融保険業）
2018年度指数

（2009年度＝100）
医療，福祉業
その他の学術研究，専門・技術サービス業
情報通信業
教育，学習支援業
生活関連サービス業
不動産業
広告業
飲食サービス業
職業紹介・労働者派遣業
娯楽業
その他のサービス業
建設業
陸運業
卸売業
宿泊業
その他の物品賃貸業
リース業
小売業
その他の運輸業
製造業
水運業
鉱業，採石業，砂利採取業

資料） （表−7a）に同じ

表−７b　�資本金1,000万円未満法人企業数�
（母集団（当期末）・社）

資料）　（表−７a）に同じ
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業に経営上の緊張（stress）を付与し，上記「小
規模企業」の創出・増大は，同じく存続する中
小企業に経済的な刺激（incentive）を供与し
てきた。言い換えれば，中小企業の退場もまた
その新生も，存続する個々の企業ばかりでなく，
総体としての中小企業の行方を規定してきたの
である。
　以上の存立傾向に加えて，中小企業数におけ
る減少と増加は，上の期間，中小企業団体・中
小企業運動にも，上述と同様の緊張と刺激を付
与し続けてきたのである。1999年の中小企業基
本法の「抜本改正」によって法制中小企業団体
を中心に大きな衝撃を受けたにもかかわらず，
その後，自主・自立の中小企業団体とも種々な
形で連帯・連携しながら，各地域における中小
企業振興基本条例の制定，やがては中小企業憲
章の制定を実現していく基盤となった。その過
程では，各団体は自らの存在理由を問い，また，
創立理念を再点検・再確認することによって，
中小企業団体・中小企業運動の意義を持続的に
前進させる過程でもあった。
　要するに，中小企業の存立傾向は存続する中
小企業群の経営上の緊張と経済的刺激を付与し
ながら，総体としての中小企業の存在の意味を
拡大していったのである。このような日本の産
業構造・企業構造の過去約30年間の変化とその
意味の到達点において，まさに中小企業は「コ

ロナ危機」と対峙することになったのである。
そして，今般の「コロナ危機」の発生による中
小企業への影響は，それに先立つ期間の中小企
業の存立傾向それ自体に対する影響とその意味
する事態に対する影響が考察されなければなら
ないのである。

３「コロナ危機」下の中小企業の諸特徴

（１）近時の「景況調査」

　上述してきた「コロナ危機」は，大企業・中
小企業の景況悪化（表−９a,b）を共に進行さ
せた。日本銀行の「全国企業短期経済観測調査」
の2020年４−６月期の「業況判断」（前年同期
比DI）は，そこでの「大企業」「中堅企業」「中
小企業」においてともに悪化したが，中小企業
が最も悪化したことを示した。そのような中小
企業の景況は中小企業庁「中小企業景況調査」，
中小企業家同友会全国協議会「同友会景況調査
報告」，日本政策金融公庫「全国中小企業動向
調査（中小企業編）」では明白な結果となって
現れている。また，日本政策金融公庫「全国中
小企業動向調査（小企業編）」では，2019年に
おける低位な水準が2020年に入りなお大幅な悪
化を示した。
　要するに，今般の「コロナ危機」においては，
①企業規模を問わず厳しい経営環境の悪化を迎

（表− 8）近年の創業・起業類型一覧
プロトタイプ（原型） 類型 提起者 記載書・誌名 署名・記載号
「窮迫的自立」 「しょぼい起業」 矢内東紀（2018） イースト・プレス 『しょぼい起業で生きていく』，2018年

「ママ起業」 鹿住倫世（2019） 「日本政策金融公庫論集」 第42号，2019年
「フリーランス」 藤井辰紀（2018） 「日本政策金融公庫論集」 第41号，2018年
　　同上 藤井辰紀・村上義昭（2018） 「調査月報」 No.118，2018年
「ゆるやかな起業家」 桑本香梨（2019a） 「調査月報」 No.129，2019年
「趣味起業家」 桑本香梨（2019b） 「日本政策金融公庫論集」 第43号，2019年
「ワークバランス起業」 川名和美（2015） 「商工金融」 第65巻第11号，2015年

「開業自立」 「副業起業」 村上義昭（2017） 「日本政策金融公庫論集」 第35号，2017年5月
「個人M&A」 日本経済新聞等

「ベンチャー・ビジネス」 「ベンチャー企業」 （多数）
「スタートアップ」 長谷川克也 東京大学出版会 『スタートアップ入門　』，2019年
「ミレミアム企業」 仲暁子 光文社（新書） 『ミレニアム起業家の新モノづくり論』，2017年
「地方発ベンチャー」 佐々木真佑 「日本公庫総研レポート」 No.2017-3，2017年3月
「社会的企業」 （多数）
「ソーシャルビジネス」 渡辺寛人 岩波書店 今野晴貴・藤田孝典編『闘わなければ社会は壊れる』2019年
「マイクロアントレプレナー」 藤井辰紀・藤田一郎 「調査月報」 No.100，2017年

「大学発ベンチャー」 「大学発ベンチャー」 （多数）
出所） 大林弘道（2019），30ページ，（表−5）

表−８　近年の創業・起業類型一覧

出所）　大林弘道（2019），30ページ，（表−５）
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えたこと，それでもなお，②企業規模における
明確な格差をともなって「経営危機」が現実化
しつつあることが明確にされていった。とりわ
け小規模企業においては2019年段階において
「アベノミクス」の効果の限界を露呈していた
上に，同年10月における消費税率引上げの衝撃
も加わっていることが推察される。
　このような中小企業をめぐる景況の悪化につ
いては，「公衆衛生上の緊急事態」の収束が「産
業・経済的緊急事態」の急速な回復に繋がる，
いわゆる「V字回復」するとの「コロナ危機」
発生当初の予測への期待が遠のき，むしろ，そ
の収束の見通しが立たない中で，その後の回復
はなお低位の水準にあると考えなければならな
い。
　そして，何よりも重要なことは，「リーマン
危機」を代表する「経済危機」が政治や軍事等
の経済以外の要因によって影響され，規定され
るにしても，それらの基盤である経済の論理に
よる解明が基本となるのに対して，「コロナ危
機」のような事態は，最終的には社会・経済と
の関係において緊急事態を招来するにしても，
基点としての疫学的論理が基本に位置している
ことが前提とされて，経済上の景況判断等がな

されるべきであることに留意しなければならな
い。その意味で，今日の事態の基本を景気変動
的な現象として把握することはできないのであ
る。

（２）中小企業の産業別・業種別経営状況

　以下では，上述した中小企業をめぐる経営環
境，景況の悪化が中小企業の経営において産業
別・業種別にどのように進行したかを，既述の
理由から注視する法人企業に限定し，また，近
時の状況の把握の必要から財務省「法人企業統
計」（四半期版）の2020年４−６月期までのデー
タを利用し，若干の分析を試みることにしたい。
その際，「コロナ危機」の状況を2008年から
2009年にかけての「リーマン危機」のそれとの
比較を考慮し，今般の「コロナ危機」の下での
固有の状況を明らかにしたい。
　この分析においては，「法人企業統計」（四半
期版）おける資本金10億円以上の法人企業を「大
企業」，同１億円以上10億円未満の法人企業を
「中堅企業」，同１千万円以上１億円未満の法人
企業を「中小企業」として分類することにする。
しかし，残念ながら本稿が注目する資本金１千
万円未満の法人企業は調査対象外となっている

表−９a　景気動向（四半期別）

注）　小企業：製造業・サービス業・建設業・運輸業（従業者20人未満），卸売業・小売業・飲食店（従業者10人未満）
資料）　日本銀行「全国企業短期経済観測調査」

中小企業庁「中小企業景況調査」
中同協（中小企業家同友会全国協議会）「同友会景況調査報告（DOR）」
日本政策金融公庫「全国中小企業動向調査・小企業編」
日本政策金融公庫「全国中小企業動向調査・中小企業編」
より作成

業況判断
前年同月期DI

全産業 　 　

日本銀行 日本銀行 日本銀行 日本銀行 日本銀行 中小企業庁 中同協
政策金融公庫
（中小企業）

政策金融公庫
（中小企業）

全企業 大企業 中堅企業 中小企業 中小企業 中小企業 中小企業 中小企業 小企業
2019年1〜3月期 2019年1〜3月期 ▲ 20 ▲ 26

4〜6月期 4〜6月期 ▲ 17 ▲ 2 ▲ 1 ▲ 26
7〜9月期 7〜9月期 ▲ 20 ▲ 3 ▲ 3 ▲ 26

10〜12月期 10〜12月期 ▲ 24 ▲ 13 ▲ 14 ▲ 29
2020年1〜3月期 ▲ 4 ▲ 3 ▲ 7 2020年1〜3月期 ▲ 7 ▲ 33 ▲ 31 ▲ 24 ▲ 44

4〜6月期 ▲ 31 ▲ 26 ▲ 30 ▲ 33 4〜6月期 ▲ 33 ▲ 67 ▲ 58 ▲ 59 ▲ 74
7〜9月期 ▲ 28 ▲ 21 ▲ 28 ▲ 31 7〜9月期 ▲ 31 ▲ 34 ▲ 45 ▲ 52 ▲ 63
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から，それを「小規模企業」と名付けてその動
向を直接に考察することはできない。しかし，
「大企業」「中堅企業」「中小企業」の動向を分
析することによって，「小規模企業」のそれを
推察はできると考えて，検討することにしたい。
　また，取り上げる指標は，「大企業」「中堅企
業」「中小企業」それぞれの１企業当売上高（対
前年同期比），売上高営業利益率，売上高経常
利益率の３つであり，検討対象期間は，「リー
マン危機」の開始の2008年７−９月期からの６
期，１年６ヶ月間および今般の「コロナ危機」
の開始の2020年１−３月期からの２期，６ヶ月
間におけるそれら指標それぞれの前年同期比の
推移（表−10a,b,c）の比較である。これら３
つの指標を選択した根拠は次のような考えに基
づくものである。すなわち，「コロナ危機」に
おける危機指標の特徴は，何よりも「営業自粛」
措置に代表される移動と接触の制限による「売

上高」の激減・急減を含む減少，各種景況調査
上の相当項目では「民間需要の停滞」の増加で
ある。そして，そのような「売上高」の激減・
急減が収益性指標に打撃を与えた点に注目し，
１企業当売上高とともに企業の収益性指標とし
ての売上高営業利益率，売上高経常利益率を選
択した。企業の存立の危機を脅かす直接の契機
は，いわゆる「資金ショート」であるが，企業
の存立の基礎・基盤は収益性であり，その動揺
が企業の存立を基本的に規定する。また，利益
率を売上高営業利益率と売上高経常利益率の２
指標を採用したのは，1970年代以降の各国経済
において企業の本業の利益率と金融環境に左右
される企業の財務活動の成果を反映する利益率
とが乖離する傾向があり，両者を比較しておく
ことに意味があると考えたからである。
　なおまた，「法人企業統計」（四半期版）の産
業分類については，同統計のデータベースにお

（表–9b）小企業・業種別売上DI（月次）（季節調整値）

全産業 製造業 卸売業 小売業 飲食店 サービス業
建設業

（受注額）
運輸業 非製造業

2019年1月 ▲ 5.6 ▲ 17.0 ▲ 3.7 ▲ 15.4 ▲ 3.1 ▲ 0.3 ▲ 3.7 ▲ 4.7
2月 ▲ 3.0 ▲ 9.3 ▲ 2.6 ▲ 8.1 ▲ 1.1 ▲ 3.0 ▲ 1.6 ▲ 2.4
3月 ▲ 9.2 ▲ 11.1 ▲ 12.4 ▲ 8.9 ▲ 11.4 ▲ 11.4 ▲ 8.8
4月 ▲ 3.8 ▲ 5.5 ▲ 1.9 ▲ 3.2 ▲ 2.5 ▲ 11.4 ▲ 1.4 ▲ 3.8
5月 ▲ 7.6 ▲ 14.4 ▲ 26.0 ▲ 12.0 ▲ 4.2 ▲ 2.9 ▲ 22.2 ▲ 6.9
6月 ▲ 14.9 ▲ 12.7 ▲ 12.6 ▲ 14.5 ▲ 2.2 ▲ 21.9 ▲ 8.9 ▲ 14.6
7月 ▲ 7.6 ▲ 7.3 ▲ 16.7 ▲ 13.0 ▲ 16.4 ▲ 7.7
8月 ▲ 7.4 ▲ 16.6 ▲ 12.2 ▲ 17.0 ▲ 5.9 ▲ 1.8 ▲ 0.4 ▲ 6.3
9月 ▲ 7.1 ▲ 6.9

10月 ▲ 23.1 ▲ 25.2 ▲ 18.6 ▲ 35.5 ▲ 22.0 ▲ 19.8 ▲ 4.1 ▲ 9.3 ▲ 22.8
11月 ▲ 16.2 ▲ 23.9 ▲ 17.4 ▲ 19.6 ▲ 3.9 ▲ 17.6 ▲ 8.3 ▲ 14.5
12月 ▲ 16.4 ▲ 21.2 ▲ 18.1 ▲ 18.7 ▲ 8.7 ▲ 15.0 ▲ 16.7 ▲ 15.9

2020年1月 ▲ 9.8 ▲ 21.0 ▲ 14.7 ▲ 19.5 ▲ 4.2 ▲ 13.5 ▲ 7.5 ▲ 8.9
2月 ▲ 18.8 ▲ 26.2 ▲ 21.9 ▲ 18.5 ▲ 21.2 ▲ 22.6 ▲ 8.5 ▲ 11.1 ▲ 18.1
3月 ▲ 60.9 ▲ 49.0 ▲ 49.5 ▲ 65.4 ▲ 89.0 ▲ 61.3 ▲ 25.4 ▲ 26.0 ▲ 62.3
4月 ▲ 79.5 ▲ 69.0 ▲ 67.8 ▲ 76.9 ▲ 100.0 ▲ 87.4 ▲ 43.7 ▲ 75.4 ▲ 81.0
5月 ▲ 70.5 ▲ 59.5 ▲ 74.3 ▲ 71.5 ▲ 95.4 ▲ 70.8 ▲ 44.0 ▲ 69.2 ▲ 72.1
6月 ▲ 64.3 ▲ 52.6 ▲ 48.7 ▲ 58.1 ▲ 82.7 ▲ 69.1 ▲ 43.5 ▲ 64.3 ▲ 65.3
7月 ▲ 55.4 ▲ 60.0 ▲ 46.7 ▲ 51.1 ▲ 60.1 ▲ 60.4 ▲ 50.2 ▲ 57.8 ▲ 54.9
8月 ▲ 56.5 ▲ 50.5 ▲ 50.9 ▲ 43.1 ▲ 86.9 ▲ 63.2 ▲ 41.0 ▲ 55.6 ▲ 57.5
9月 ▲ 49.8 ▲ 63.4 ▲ 45.0 ▲ 48.3 ▲ 54.2 ▲ 50.2 ▲ 41.6 ▲ 51.8 ▲ 48.2

注） 小企業：製造業・サービス業・建設業・運輸業（従業者20人未満），卸売業・小売業・飲食店（従業者10人未満）
資料） 政策金融公庫「全国小企業月次動向調査」より作成

表 –９b　小企業・業種別売上DI（月次）（季節調整値）

注）　小企業：製造業・サービス業・建設業・運輸業（従業者20人未満），卸売業・小売業・飲食店（従業者10人未満）
資料）　政策金融公庫「全国小企業月次動向調査」より作成
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ける最小分類を選んでいるが，ここでは製造業
内の業種分類は採用せず，農業，エネルギー関
連産業等もそれら業種における中小企業の存立
の特殊性を考慮して除外した。もとよりそれら
は注目すべき業種であり，そのような措置は産
業構成上の網羅性を欠くだけでなく，今後の注
目すべき論点を回避することになるのであるが，
問題の限定という意味での選別であると理解さ
れたい。そのような限定があっても，検討では
相対的に多数の産業を取り上げることになり，
本稿の目的を損なうことはないと考える。
　以上の資料上の限定を配慮して，まず，１企
業当売上高の動向（表−10a）を中心に考察す
ると，以下のような諸点を指摘することができ
る。
　①「コロナ危機」は，いずれの産業の企業に
も，いずれの企業規模の企業にも，売上高の急
激な減少という打撃を与えているということで
ある。その意味で，打撃の範囲は全産業・全規
模にわたっており，また，その打撃の波及の速
度は「リーマン危機」の場合より急速である。
この点を確認した上で，なお産業と企業規模の
相違に注目するならば，さらに，いくつかの点
を追加，指摘できるであろう。すなわち，
　②「コロナ危機」に先立つ期間において，産
業構造・企業構造の変化の牽引役であった産業・
企業規模（「陸運業」「その他物品賃貸業」「宿
泊業」「飲食サービス業」「生活関連サービス業」
「娯楽業」「広告業」「教育・学習支援業」「医療・
福祉業」等）に対して大きな打撃を与えている
ことである。また，
　③一群の産業（「製造業」「建設業」「情報通
信業」「不動産業」「リース業」「その他サービ
ス業」等）においては相対的に「リーマン危機」
の場合の方が今般の「コロナ危機」よりも打撃
が大きかったと考えられる。さらに，
　④産業分類上「リーマン危機」期との比較は
不能であるが，「コロナ危機」期の打撃が大き
い産業（「学術研究・専門技術サービス業」「職
業紹介・労働者派遣業」等）が存在することで

ある。
　⑤以上の②，③，④のそれぞれにおいて，各
「産業」内の企業規模の小さい企業群の方が大
きい企業群よりも売上高の減少という意味での
打撃は均一に大きいとは必ずしもいえないとい
うことであり，それゆえ，各「産業」ごとの企
業規模別の打撃の序列も明確ではない。
　次に，売上高営業利益率（表−10b），売上
高経常利益率（表−10c）の両利益率について
みると，以下の諸点が指摘できる。すなわち，
　①上述の１企業当売上高の動向の場合と同様
に，産業別の両利益率の諸特徴はほぼ共通して
いると言える。また，
　②両利益率を「全産業」においてみると，企
業規模別格差は明確に現れるが，各「産業」ご
とにみると，両利益率の企業規模別格差は明確
な場合とそうでない場合が存在する。前者は「製
造業」，「建設業」，「情報通信業」，「卸売業」，「小
売業」，「広告業」，「教育・学習支援業」，「医療・
福祉業」，「職業紹介・労働者派遣業」，「その他
のサービス業」などであり，後者は「陸運業」，「不
動産業」，「リース業」，「その他の物品賃貸業」，
「宿泊業」，「飲食サービス業」，「その他の学術
研究・専門・技術サービス業」などである。さ
らに，
　③「全産業」，各「産業」において，共通し
て売上高営業利益率より売上高経常利益率の方
が大きく，両者の乖離の度合いは企業規模別に
見た場合に，企業規模が大きい企業群ほどヨリ
顕著である。すなわち，営業利益に営業外収益
を加えたものが経常利益であるから，企業の財
務活動が営業外収益を増大させている場合には，
売上高を共通分母にするので，売上高営業利益
率よりも売上高経常利益率のほうが高くなる。
このような観点からすると，資本金10億円以上
の「大企業」において「コロナ危機」において
も，売上高経常利益率を高めている。その点，「中
小企業」では両利益率はほとんど変わらないこ
とが注目される。
　以上のように，「コロナ危機」による各産業
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（表−10a）産業別1企業当売上高(当期末)前年同期比（％）
全産業（除く金融保険業） 製造業 建設業

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

2008年7 - 9 月 ▲ 0.86 ▲ 4.68 ▲ 14.75 ▲ 8.72 ▲ 15.61
10-12月 ▲ 10.48 ▲ 8.72 ▲ 12.17 ▲ 13.86 ▲ 14.76 ▲ 13.48 ▲ 9.87 ▲ 21.59 ▲ 11.44 ▲ 20.54

2009年1 - 3 月 ▲ 19.38 ▲ 23.35 ▲ 19.63 ▲ 16.95 ▲ 30.17 ▲ 30.73 ▲ 21.31 ▲ 33.68 ▲ 8.13 ▲ 8.94 ▲ 6.84
4 - 6 月 ▲ 15.47 ▲ 21.32 ▲ 13.48 ▲ 10.03 ▲ 25.26 ▲ 28.80 ▲ 20.13 ▲ 19.70 ▲ 1.65 ▲ 9.03
7 - 9 月 ▲ 14.16 ▲ 20.49 ▲ 7.60 ▲ 9.72 ▲ 19.49 ▲ 23.68 ▲ 15.89 ▲ 11.87 ▲ 10.46

10-12月 ▲ 1.42 ▲ 6.64 ▲ 2.84 ▲ 3.87 ▲ 3.91 ▲ 0.76 ▲ 0.12 ▲ 5.99 ▲ 5.47

2020年1 - 3 月 ▲ 6.16 ▲ 6.05 ▲ 3.24 ▲ 10.32 ▲ 3.59 ▲ 2.42 ▲ 6.30 ▲ 8.26 ▲ 0.77
4 - 6 月 ▲ 15.70 ▲ 17.64 ▲ 19.09 ▲ 15.49 ▲ 17.49 ▲ 18.40 ▲ 17.87 ▲ 20.97 ▲ 2.57 ▲ 9.85 ▲ 17.35

情報通信業 陸運業 卸売業

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

2008年7 - 9 月 ▲ 3.34 ▲ 14.18 ▲ 4.54 ▲ 1.18 ▲ 8.32
10-12月 ▲ 6.35 ▲ 8.20 ▲ 9.28 ▲ 1.05 ▲ 12.41 ▲ 2.39 ▲ 17.18 ▲ 18.80

2009年1 - 3 月 ▲ 7.34 ▲ 3.34 ▲ 18.78 ▲ 3.27 ▲ 7.77 ▲ 5.69 ▲ 10.36 ▲ 25.63 ▲ 24.69 ▲ 25.18 ▲ 27.08
4 - 6 月 ▲ 10.01 ▲ 5.78 ▲ 7.03 ▲ 7.26 ▲ 5.10 ▲ 17.29 ▲ 22.88 ▲ 22.29 ▲ 7.69
7 - 9 月 ▲ 5.08 ▲ 35.92 ▲ 0.33 ▲ 6.43 ▲ 7.66 ▲ 19.44 ▲ 26.11 ▲ 16.98 ▲ 11.56

10-12月 ▲ 4.20 ▲ 1.33 ▲ 20.78 ▲ 0.90 ▲ 5.03 ▲ 2.80 ▲ 12.68 ▲ 0.63

2020年1 - 3 月 ▲ 1.76 ▲ 8.37 ▲ 20.30 ▲ 11.76 ▲ 14.18 ▲ 10.69 ▲ 9.44 ▲ 20.11
4 - 6 月 ▲ 1.68 ▲ 23.06 ▲ 33.70 ▲ 43.12 ▲ 9.92 ▲ 19.28 ▲ 27.46 ▲ 26.61 ▲ 10.11

小売業 不動産業 リース業

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

2008年7 - 9 月 ▲ 11.86 ▲ 4.57 ▲ 13.43 ▲ 27.87 ▲ 19.10
10-12月 ▲ 21.12 ▲ 6.00 ▲ 13.48 ▲ 1.74 ▲ 4.35 ▲ 14.66 ▲ 31.73 ▲ 23.24

2009年1 - 3 月 ▲ 5.20 ▲ 7.18 ▲ 29.51 ▲ 10.65 ▲ 18.91 ▲ 35.91 ▲ 31.80
4 - 6 月 ▲ 2.58 ▲ 2.18 ▲ 4.34 ▲ 13.26 ▲ 0.38 ▲ 23.64 ▲ 3.49 ▲ 14.90
7 - 9 月 ▲ 26.98 ▲ 10.47 ▲ 41.66 ▲ 3.61 ▲ 14.10

10-12月 ▲ 2.66 ▲ 11.80

2020年1 - 3 月 ▲ 3.65 ▲ 6.03 ▲ 5.73 ▲ 14.94
4 - 6 月 ▲ 2.83 ▲ 3.61 ▲ 5.56 ▲ 8.04 ▲ 3.30 ▲ 19.17 ▲ 2.20 ▲ 13.69

その他の物品賃貸業 宿泊業 飲食サービス業

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

2008年7 - 9 月 ▲ 13.52 ▲ 2.11 ▲ 3.12 ▲ 5.47 ▲ 8.28 ▲ 15.53
10-12月 ▲ 17.55 ▲ 1.90 ▲ 16.58 ▲ 17.01 ▲ 29.41 ▲ 20.72

2009年1 - 3 月 ▲ 26.02 ▲ 9.02 ▲ 31.00 ▲ 16.01 ▲ 21.48 ▲ 32.37 ▲ 29.63
4 - 6 月 ▲ 30.30 ▲ 19.79 ▲ 49.39 ▲ 16.53 ▲ 8.50 ▲ 20.27 ▲ 16.30
7 - 9 月 ▲ 21.69 ▲ 27.85 ▲ 30.92 ▲ 24.56 ▲ 34.11

10-12月 ▲ 9.66 ▲ 22.14 ▲ 9.96 ▲ 6.03 ▲ 10.36

2020年1 - 3 月 ▲ 8.66 ▲ 13.83 ▲ 6.37 ▲ 4.24 ▲ 24.27 ▲ 4.80 ▲ 30.75 ▲ 26.99 ▲ 1.76 ▲ 13.65
4 - 6 月 ▲ 33.10 ▲ 58.79 ▲ 37.20 ▲ 79.52 ▲ 73.51 ▲ 86.75 ▲ 79.38 ▲ 26.73 ▲ 33.93 ▲ 47.61 ▲ 20.95

生活関連サービス業 娯楽業 広告業

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

2008年7 - 9 月 ▲ 9.79 ▲ 9.47 ▲ 8.55 ▲ 11.88 ▲ 5.62 ▲ 2.03 ▲ 23.79 ▲ 4.62 ▲ 9.10 ▲ 1.15 ▲ 21.32
10-12月 ▲ 23.74 ▲ 21.80 ▲ 3.31 ▲ 31.25 ▲ 6.52 ▲ 22.94 ▲ 6.55 ▲ 11.54 ▲ 3.25 ▲ 25.74

2009年1 - 3 月 ▲ 22.74 ▲ 15.93 ▲ 5.83 ▲ 31.31 ▲ 8.32 ▲ 15.37 ▲ 21.32 ▲ 21.58
4 - 6 月 ▲ 9.74 ▲ 5.00 ▲ 40.92 ▲ 52.58 ▲ 1.34 ▲ 14.12
7 - 9 月 ▲ 6.14 ▲ 7.66 ▲ 12.64 ▲ 38.51 ▲ 51.04 ▲ 7.96

10-12月 ▲ 9.45 ▲ 8.54 ▲ 4.83 ▲ 10.84 ▲ 34.75 ▲ 48.01 ▲ 7.56

2020年1 - 3 月 ▲ 17.68 ▲ 41.32 ▲ 29.92 ▲ 8.94 ▲ 3.22 ▲ 15.55 ▲ 2.94 ▲ 17.52 ▲ 31.35 ▲ 26.47
4 - 6 月 ▲ 55.70 ▲ 77.77 ▲ 75.95 ▲ 41.96 ▲ 75.95 ▲ 66.37 ▲ 63.45 ▲ 78.92 ▲ 19.71 ▲ 20.72 ▲ 24.37 ▲ 28.17

その他の学術研究，専門・技術サービス業 教育，学習支援業 医療，福祉業

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

2008年7 - 9 月 ▲ 28.17 ▲ 9.36 ▲ 15.63 ▲ 41.02
10-12月 ▲ 30.17 ▲ 15.80 ▲ 24.74 ▲ 42.46 ▲ 13.47

2009年1 - 3 月 ▲ 23.10 ▲ 7.21 ▲ 26.57 ▲ 32.20
4 - 6 月 ▲ 0.06 ▲ 14.81 ▲ 22.72
7 - 9 月 ▲ 6.47 ▲ 22.01 ▲ 5.29 ▲ 9.70

10-12月 ▲ 23.85

2020年1 - 3 月 ▲ 10.49 ▲ 2.31 ▲ 33.01 ▲ 15.30 ▲ 30.75 ▲ 11.71
4 - 6 月 ▲ 8.41 ▲ 7.16 ▲ 17.01 ▲ 14.63 ▲ 20.85 ▲ 57.77 ▲ 0.47 ▲ 2.53 ▲ 16.98 ▲ 8.03

職業紹介・労働者派遣業 その他のサービス業

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

2008年7 - 9 月 ▲ 2.87 ▲ 20.55 ▲ 1.69 ▲ 9.13
10-12月 ▲ 0.21 ▲ 23.91 ▲ 6.46 ▲ 2.38

2009年1 - 3 月 ▲ 12.63 ▲ 24.15 ▲ 2.60 ▲ 22.09
4 - 6 月 ▲ 15.56
7 - 9 月

10-12月

2020年1 - 3 月 ▲ 17.33 ▲ 28.97 ▲ 20.29 ▲ 5.96 ▲ 11.85
4 - 6 月 ▲ 28.32 ▲ 40.73 ▲ 32.41 ▲ 25.06 ▲ 1.97 ▲ 11.09 ▲ 5.82

注） ①***：数字が得られないもの
②全規模:資本金1千万円以上の法人企業の合計

資料） 財務省「法人企業統計」より作成

（表−10a）産業別１企業当売上高（当期末）前年同期比（％）

注）　①＊＊＊：数字が得られないもの
②全規模：資本金１千万円以上の法人企業の合計

資料）　財務省「法人企業統計」より作成
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（表 –10b）産業別売上高営業利益率（当期末）（％）

注）　①＊＊＊：数字が得られないもの
②全規模：資本金１千万円以上の法人企業の合計

資料）　財務省「法人企業統計」より転記・作表

　 全産業（除く金融保険業） 製造業 建設業

　 全規模 10億円以上
1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上
1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上
1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

2008年7 - 9 月 ▲ 2.5
10-12月 ▲ 0.1

2009年1 - 3 月 ▲ 0.3 ▲ 4.2 ▲ 5.8 ▲ 1.4 ▲ 2.2
4 - 6 月 ▲ 0.8 ▲ 1.3 ▲ 0.7 ▲ 0.5 ▲ 0.3 ▲ 0.7
7 - 9 月 ▲ 1.4

10-12月

2020年1 - 3 月
4 - 6 月 ▲ 0.1

情報通信業 陸運業 卸売業

全規模 10億円以上
1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上
1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上
1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

2008年7 - 9 月 ▲ 2.0 ▲ 1.2
10-12月 ▲ 2.8 ▲ 0.6

2009年1 - 3 月 ▲ 0.1 ▲ 0.1
4 - 6 月
7 - 9 月

10-12月

2020年1 - 3 月 ▲ 1.5 ▲ 0.5
4 - 6 月 ▲ 5.2 ▲ 7.5 ▲ 16.3 ▲ 4.9 ▲ 3.4

小売業 不動産業 リース業

全規模 10億円以上
1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上
1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上
1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

2008年7 - 9 月
10-12月

2009年1 - 3 月
4 - 6 月
7 - 9 月

10-12月

2020年1 - 3 月
4 - 6 月

その他の物品賃貸業 宿泊業 飲食サービス業

全規模 10億円以上
1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上
1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上
1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

2008年7 - 9 月
10-12月

2009年1 - 3 月 ▲ 4.2 ▲ 0.1 ▲ 6.6 ▲ 4.5 ▲ 0.1
4 - 6 月 ▲ 1.3 ▲ 3.5 ▲ 3.5 ▲ 0.4
7 - 9 月

10-12月

2020年1 - 3 月 ▲ 1.4 ▲ 11.5 ▲ 13.2 ▲ 23.6 ▲ 7.6 ▲ 1.8 ▲ 4.6
4 - 6 月 ▲ 5.9 ▲ 102.0 ▲ 106.1 ▲ 235.9 ▲ 77.1 ▲ 17.2 ▲ 24.8 ▲ 31.6 ▲ 13.4

生活関連サービス業 娯楽業 広告業

全規模 10億円以上
1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上
1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上
1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

2008年7 - 9 月
10-12月 ▲ 0.3

2009年1 - 3 月 ▲ 1.1 ▲ 0.6
4 - 6 月 ▲ 3.2 ▲ 0.6 ▲ 0.5 ▲ 2.7
7 - 9 月 ▲ 1.8 ▲ 0.6

10-12月 ▲ 2.3 ▲ 5.1

2020年1 - 3 月 ▲ 0.2 ▲ 4.0 ▲ 6.7 ▲ 0.8
4 - 6 月 ▲ 20.2 ▲ 37.1 ▲ 21.1 ▲ 18.3 ▲ 14.2 ▲ 32.1 ▲ 23.1 ▲ 8.8 ▲ 1.7 ▲ 7.1

その他の学術研究，専門・技術サービス業 教育，学習支援業 医療，福祉業

全規模 10億円以上
1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上
1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上
1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

2008年7 - 9 月
10-12月 ▲ 0.9

2009年1 - 3 月
4 - 6 月 ▲ 0.8
7 - 9 月 ▲ 0.1 ▲ 1.0

10-12月 ▲ 0.8

2020年1 - 3 月 ▲ 3.8
4 - 6 月 ▲ 18.2 ▲ 6.9 ▲ 3.2 ▲ 25.8

職業紹介・労働者派遣業 その他のサービス業

全規模 10億円以上
1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上
1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

2008年7 - 9 月
10-12月

2009年1 - 3 月
4 - 6 月 ▲ 1.2 ▲ 2.8 ▲ 1.6
7 - 9 月 ▲ 0.1 ▲ 0.7

10-12月

2020年1 - 3 月
4 - 6 月
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（表−10c）産業別売上高経常利益率(当期末)（％）
全産業（除く金融保険業） 製造業 建設業

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

2008年7 - 9 月 ▲ 2.3
10-12月 ▲ 0.5

2009年1 - 3 月 ▲ 2.7 ▲ 3.3 ▲ 1.3 ▲ 2.1
4 - 6 月 ▲ 0.4 ▲ 0.2 ▲ 0.7
7 - 9 月 ▲ 1.4

10-12月

2020年1 - 3 月
4 - 6 月

情報通信業 陸運業 卸売業

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

2008年7 - 9 月 ▲ 0.8 ▲ 0.9
10-12月 ▲ 1.9 ▲ 0.4

2009年1 - 3 月 ▲ 1.2
4 - 6 月
7 - 9 月 ▲ 0.4

10-12月

2020年1 - 3 月 ▲ 2.5
4 - 6 月 ▲ 5.6 ▲ 6.0 ▲ 14.2 ▲ 4.3 ▲ 2.0

小売業 不動産業 リース業

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

2008年7 - 9 月
10-12月

2009年1 - 3 月
4 - 6 月
7 - 9 月

10-12月

2020年1 - 3 月
4 - 6 月

その他の物品賃貸業 宿泊業 飲食サービス業

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

2008年7 - 9 月
10-12月

2009年1 - 3 月 ▲ 0.7 ▲ 5.3 ▲ 1.3 ▲ 7.8 ▲ 5.6 ▲ 0.9
4 - 6 月 ▲ 0.6 ▲ 5.5 ▲ 4.3
7 - 9 月 ▲ 0.2

10-12月

2020年1 - 3 月 ▲ 1.0 ▲ 12.0 ▲ 13.7 ▲ 23.5 ▲ 8.3 ▲ 1.6 ▲ 0.1 ▲ 4.1
4 - 6 月 ▲ 4.6 ▲ 96.3 ▲ 102.8 ▲ 231.6 ▲ 70.4 ▲ 16.1 ▲ 25.4 ▲ 31.5 ▲ 11.8

生活関連サービス業 娯楽業 広告業

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

2008年7 - 9 月
10-12月 ▲ 0.8 ▲ 1.9

2009年1 - 3 月 ▲ 1.2 ▲ 0.8
4 - 6 月 ▲ 2.6 ▲ 0.1 ▲ 0.4 ▲ 2.7
7 - 9 月 ▲ 2.0 ▲ 0.5

10-12月 ▲ 2.2 ▲ 5.1

2020年1 - 3 月 ▲ 3.7 ▲ 6.5 ▲ 1.2
4 - 6 月 ▲ 18.5 ▲ 33.5 ▲ 19.0 ▲ 16.8 ▲ 12.4 ▲ 31.2 ▲ 21.0 ▲ 6.9 ▲ 0.9 ▲ 6.1

その他の学術研究，専門・技術サービス業 教育，学習支援業 医療，福祉業

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

2008年7 - 9 月
10-12月 ▲ 0.2 ▲ 0.2

2009年1 - 3 月 ▲ 0.6
4 - 6 月
7 - 9 月 ▲ 0.3 ▲ 0.2 ▲ 1.4

10-12月

2020年1 - 3 月 ▲ 3.8
4 - 6 月 ▲ 16.9 ▲ 7.3 ▲ 1.9 ▲ 23.8

職業紹介・労働者派遣業 その他のサービス業

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

全規模 10億円以上 1億円以上 -
10億円未満

1千万円以上
- 1億円未満

2008年7 - 9 月
10-12月

2009年1 - 3 月
4 - 6 月 ▲ 0.8 ▲ 2.5 ▲ 0.3
7 - 9 月 ▲ 0.2

10-12月

2020年1 - 3 月
4 - 6 月

注） ①***：数字が得られないもの
②全規模:資本金1千万円以上の法人企業の合計

資料） 財務省「法人企業統計」より転記・作表

（表−10c）産業別売上高経常利益率（当期末）（％）

注）　①＊＊＊：数字が得られないもの
②全規模：資本金１千万円以上の法人企業の合計

資料）　財務省「法人企業統計」より転記・作表
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への打撃が明確に産業・企業規模を問わない打
撃であっても，上述したように産業・企業規模
ごとに相違があることは，それ自体，産業構造
の変化の過程での中小企業に固有の困難の存在
の可能性を示唆しており，「社会・経済的緊急
事態」の中心である中小企業への政策の必要性
とともに，施策の実施に際しては，そのような
実態に対して十分な配慮をも要請している。現
在，経済産業省・中小企業庁による「新型コロ
ナウイルス（COVID-19）による企業への影響
を緩和し，企業を支援するための施策」15）は，
30項目の施策が実施されているが，それら施策
に対する評価は，施策を受けた企業だけで評価
するのではなく，全産業，産業ごとの中小企業
総体の存立の実態そのものが究極的な評価基準
として採用されなければならない。
　現時点までに見出され確認することができる
事実は，「公衆衛生上の緊急事態」に対する「非
薬学的介入政策」と「社会・経済的緊急事態」
に対する「労働・企業支援政策」によって，出
現している「コロナ危機」における中小企業の
状況は，上述に指摘してきた回復は確定的でな
く極めて不透明であるということである。また，
相対的に「リーマン危機」の場合の方が「コロ
ナ危機」よりも打撃が大きい産業群が存在して
いるものの，「コロナ危機」においてより大き
な打撃を受けた産業群が主に新産業群であるこ
と，そして，「リーマン危機」においてより大
きな打撃を受けた産業群が主に既存産業群であ
ることを考量するならば，「コロナ危機」によ
る中小企業への打撃が，結果として，「コロナ
危機」に先立つ産業構造・企業構造の変化の牽
引役であった産業・企業規模に対してより大き
な打撃を与え，それらのあるべき変化，いわば
「未来型」の構造変化を頓挫させている可能性
が大きいということが決定的な問題として存在
するのである。
　したがって，「コロナ危機」の現在において，
そのような産業構造・企業構造の「未来型」転
換の頓挫をいかに克服すべきか，そして，それ

はどのように可能であるかという問題が基本的
な問題として浮かび上がってくるわけである。

おわりに

　最後に，上述の産業構造・企業構造の「未来
型転換」の頓挫について，その克服の可能性を
展望しておくことにしよう。
　21世紀以降の日本の中小企業運動は，20世紀
末の中小企業基本法の「抜本改正」，21世紀に
入ってからの各地域での「中小企業振興基本条
例」の多数制定，そして，「中小企業憲章」の
制定に，多様な対応，呼応を経てきた。そのよ
うな多様な中小企業運動の持続的前進は，その
過程で，①自身の経営を主体的・自主的に経験・
研究し，②中小企業政策の積極面を引き出し，
③現在の「コロナ危機」への積極的対峙能力を
も高めているから，上の「未来型転換」の頓挫
の克服に向かうことは必然的であろう。そして，
中小企業自ら，それを創造的に推進していくで
あろう。
　しかしまた，前安倍政権から現菅政権への移
行以後の過程で報道されている，「コロナ危機」
さらには同収束後の新たな中小企業政策論とし
ての「中小企業再編論」16）および「地方銀行再
編論」の報道が注目されなければならない。そ
れらはなお全面的に明確でないものの，今後政
策上に展開されることが確実に予想される。こ
こでは，詳細に論ずることはできないが，それ
ら二つの再編論は一体のもの（以下，「再編論」
と略称）として理解することが重要であり，そ
の報道の範囲で判断するならば，「再編論」に
基づく中小企業政策論は上記した①，②，③に
おいて示された中小企業経営および同運動の自
立的・自発的な努力や成果とは乖離・相反して
おり，今後に大きな問題となると考えられる。
　したがって，「コロナ危機」は，中小企業の
危機への対峙の今後のさらなる努力も，中小企
業政策・経営・運動による新たな産業構造・企
業構造の創造的展望も，また同時に，容易なら
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ざる課題をも提起していると言わなければなら
ない。

　注
１）パオロ・ジョルダーノ（2020）は，2020年３月
20日の時点で，イタリアの状況を目の前にして「僕
らは公衆衛生上の緊急事態のまっただなかにいる。
まもなく社会・経済的な緊急事態も訪れるだろう。」
（102頁）と述べている。
２）この「第２波」という規定は日本政府からは認
定されていない。しかし，厚生労働省の「新規感
染者数」の推移によってもあまりにも明らかであ
る。むしろ，現状は，その収束がなお見られない
ばかりか，減少テンポが緩やかになり，「第２波」
の長期化あるいは「第３波」が問題となる状況で
もある。感染症学会館田和博理事長は，2020年７
月19日に「現状は第２波のまっただ中」との見解
を表明した。（「日本経済新聞」2020年７月20日）
３）「専門家会議」の国民への説明が政府に代わるも
のであるかのような印象は，河合香織（2020）に
よれば，「政府の決定プロセスが見えず，さらに専
門家会議の議事録も公開されず，自分たちの命に
関わる重要決定から阻害された苛立ちを感じ始め
る人も増えていった。そして本来は決定する立場
にない専門家会議が，批判の矢面に立たされるこ
とになる」（27頁）危機感によるものと思われる。
４）「政治は専門家会議を使って意思表示に伴う責任
を回避し，逆に専門家会議は，使われ，責任を負
わされることを（少なくとも結果的は）ある程度
感受した。」（尾内俊之・調麻佐志（2020），891頁）
５）「政府はほぼ一貫して PCR 検査の拡充を抑制し
ており，そのことは令和二年度補正予算における
PCR 検査の扱いを見ても明らかである。」（尾内俊
之・調麻佐志（2020），891頁）
６）たとえば，周燕飛（2020）は，通常の景気後退
では「夫の所得低下や雇用不安に対応するため，
妻は新規就業や労働時間の増加によって家計の収
入を補う」が，今般の「コロナ危機」では「妻の
労働力供給行動は全く逆の行動をしている。夫の
所得低下や雇用不安にもかかわらず，労働力供給
を一時的に減らさざるをえない妻が増加してい
る。」と指摘している。
７）「専門家」と政府との役割分担，「科学と政治」
との間の関係で興味深いのは，スウェーデンにお
ける政策状況である。渡辺まどか（2020）参照。
８）経済産業省・中小企業庁（2020）による「新型
コロナウイルス感染症関連対策」は，2020年10月
23日時点で30項目に及んでいる。
９）田中聡史（2020）は，この二項対立問題につい
ての主流派経済学における考え方とその研究状況
を紹介している。すなわち，「ワクチン接種などと
は異なり多大な経済的コストを伴いうる非薬学的
介入政策は，経済学においてどのように正当化さ
れるだろうか。」（46頁）と問い，「非薬学的介入政

策を経済学的に理解する上で鍵となるのは，個人
の生産や消費といった経済活動自体がウィルスの
媒介手段となり，感染者数や死者数を増大させる
という，経済学で言うところの「負の外部性」で
ある。」（46頁）として，「「SIR マクロモデル」と
呼ばれる，感染症の動学をマクロ経済モデルに取
り入れた分析ツールが特に有用なのは，この外部
性を考慮したうえで経済活動と感染被害のトレー
ドオフを提示し，どのような政策がある種の社会
厚生を最大化する目的において望ましいかを示唆
する点であろう。」（46頁）と主張している。今後
の研究の動向を注視したい。
10）稲葉寿（2020）は，疫病対策の基礎たる理論疫
学について，次のように指摘している。日本の公
衆衛生上の課題としてエイズが流行していた1990
年代，「当時の日本の理論疫学研究はいまでは歴史
的価値すら保持しない。この時点で，日本の理論
疫学は，世界の体勢に大きく後れをとり，水を開
けられたといえよう。日本のHIV/AIDS 流行はき
わめて緩慢であり，サイズも小さかったから，理
論疫学的対応の不備は表面化することはなかった
のであるが，このときの理論的キャッチアップが
されなかったことは，その後にも大きな影響を与
えていることは注意すべきである。」（911頁）
11）注10と同じく，稲葉寿（2020）は次のように言う。
「コロナ危機という「戦時」において，自発的な研
究動員が発生したことは，知識社会の底力を示し
たともいえるが，それを受け止める政府・行政に
科学的リテラシーが準備されていないと，提言を
適切に生かしていくことはできない。その点で，
高度化した科学知識を政治的・行政的決断につな
げていくアドバイザーやインタプリターの役割は
ますます重要となろう。」（913頁）
12）大林弘道（2017,2018a,2018b,2019）を参照されたい。
13）なお，注意すべき点は，法人企業（会社）数の
把握の問題である。「経済センサス」における会社
数と「法人企業統計」におけるそれとが著しく相
違があるということである。古隅弘樹・竹村伊津子・
山本貴司・周防節雄（2011）や総務省統計局（2017）
によれば，前者の統計調査においては，①「東京
圏のオフィスビルに入居する企業」，②「資本金規
模が小さい企業」，③「情報通信業・不動産業・サー
ビス業に属する企業」，④「従業員の少ない企業」
の多くが「母集団名簿」から脱漏している可能性
がある。
14）戦後日本において，“格差”論は「企業規模別賃
金格差」を基点とする「企業規模別労働条件格差」
として存在し，議論されてきた。そのような格差は，
高度成長期の経済政策・産業政策においてその解
消が叫ばれたが，解消が実現しなかった。しかし
ながら，その時期，格差は維持されながらも企業
規模別の個々の労働条件自体は向上していった。
たとえば，企業規模別の賃金の水準そのものは，
上昇率はまた格差を持ちながらも上昇していたの
である。しかし，今日提起されている「格差」は，



企業環境研究年報 第 25 号42

絶対的な格差の拡大であり，格差の解消が展望で
きないばかりか，格差のある指標そのものの水準
の向上が期待できないのである。
15）経済産業省（2020）
16）「与党の一部に中小企業減容認論がある」との報
道（「日本経済新聞」2020年７月）に対して中小企
業庁は否定している（「中小企業家しんぶん」第
1520号（2020年９月15日）が，菅政権は「中小企
業の再編」を目指していると報道されている（「日
本経済新聞」2020年９月６日）。
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